
 審査基準表 

 
審査項目 

 

 
審 査 の 視 点 

 
配点 

項目１ 全体のコンセプト 本事業の趣旨を踏まえ、仕様書の要件を満たした適

切な提案内容であるか。また、神楽の文化的価値を最

大限尊重した上での提案であるか。 

２０ 

項目２ メディアプロモーシ

ョン戦略 

戦略的なメディアプロモーション計画を策定して

いるか。また、当該業務を遂行できる業務受託体制が

組まれているか。 

１５ 

項目３ 海外市場向け広報コ

ンテンツの制作・発信 

ターゲットメディアの選定及び SNS や現地インフル

エンサー活用等の具体性のある企画や内容であるか。

また、神楽の文化的背景や魅力が十分に伝わるプロモ

ーション資材であるか。 

２５ 

項目４ OTA を活用したイン

バウンド誘致 
宮崎県や「みやざきの神楽」の魅力を最大限にアピ

ールできるものか。 

１０ 

項目５ 現地報道機関を活用

した広報活動 

フランス語圏の文化、メディア特性等を深く理解し

た提案であるか。 

１５ 

項目６ 他関連事業との連携 他関連事業等との連携が図られているか。 ５ 

項目７ 経済性 経費の積算が企画内容に対し、妥当なものとなって

いるか。また、節減が図られているか。 

５ 

提案価格に優位性はあるか。 

※ 同じ提案内容であった場合には安価な提案を採択 

(１－提案金額/予定価格）×配点（小数点第３位以下切り捨て) 

５ 

【審査方法】 

１ 審査員は各審査項目について、総合的に審査し、採点する。 

２ 全ての審査員の点数を合計し、最高点数の業者に決定する。 

３ 審査の結果、合計点数が同じ場合は、以下の優先順位に従って業者を決定する。 

  ⑴ 最高点（タイを含む）の採点をした審査員数が多い。 

  ⑵ 最高点（タイを含まない）の採点をした審査員数が多い。 

  ⑶ 審査員が協議の上、業者を決定。  

４ 提案者が１者の場合、提案者の合計点が満点（100 点×審査員数）の６割に達した 

  ときは、最優秀提案者とする。 

５ 審査員の合計点数が最低基準点（100 点×審査員数の６割）以上になった参加者が 

いなかったときは、受託候補者を決定しない。 

 

【評価基準（５段階）】※５段階以外の場合は、本基準をベースに採点する。 

５ 標準より非常に優れた提案 

４ 標準より優れた提案 

３ 標準的な提案 

２ 標準よりもやや劣る提案 

１ 標準より劣る提案 


